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沖
縄
県
に
お
け
る
「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
に
基
づ
く
強
制
使
用
の
二
十
年
間
の
延
長
に
関
す
る 

質
問
主
意
書 

本
年
八
月
五
日
、
政
府
・
防
衛
施
設
庁
は
、
所
有
者
が
自
分
の
土
地
を
基
地
と
し
て
使
用
す

る

こ

と

に

反
対

し
、
契
約
を
拒
否
し
て
い
る
そ
の
土
地
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
安
保
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
米
軍
用
地
収
用
特

措
法
」
を
適
用
し
、
引
き
続
き
強
制
使
用
す
る
た
め
の
採
決
申
請
を
沖
縄
県
収
用
委
員
会
に
提
出
し
た
。 

し
か
も
重
大
な
こ
と
は
、
沖
縄
県
民
の
土
地
を
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
に
基
づ
き
現
行
の
強
制
使
用
期
限
の
切

れ
る
一
九
八
七
年
五
月
十
五
日
以
降
、
二
十
年
間
に
わ
た
つ
て
強
制
使
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

米
軍
用
地
収
用
特
措
法
に
よ
る
土
地
の
取
り
上
げ
は
、
沖
縄
の
基
地
を
ア
ジ
ア
、
太
平
洋
地
域
最
大
の
侵
略
基

地
と
し
て
機
能
強
化
す
る
こ
と
と
緊
密
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
県
民
の
平
和
の
願
い
を
踏
み
に
じ
る
暴
挙

と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。 



 

私
は
、
こ
の
不
当
な
土
地
取
り
上
げ
に
反
対
す
る
と
と
も
に
、
強
制
使
用
の
採
決
申
請
の
撤
回
と
地
主
へ
の
土

地
の
返
還
を
求
め
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
た
だ
し
た
い
。 

一 

広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
沖
縄
県
民
の
土
地
は
、
ア
メ
リ
カ
の
全
面
占
領
支
配
の
下
で
、
米
軍

が
軍
事
基
地
構
築
の
た
め
に
問
答
無
用
で
、「
囲
い
込
み
」
あ
る
い
は
ま
た
「
銃
剣
と
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
」
で
、
田
畑

は
も
ち
ろ
ん
、
墓
ま
で
掘
り
起
こ
し
何
百
年
も
安
ら
か
に
眠
る
祖
先
の
頭
蓋
骨
ま
で
踏
み
砕
き
、
強
奪
し
た
も

の
で
あ
る
。 

従
つ
て
、
政
府
は
、
一
九
七
二
年
の
沖
縄
「
施
政
権
」
返
還
に
当
た
つ
て
、
米
軍
が
不
法
、
不
当
に
取
り
上
げ

た
こ
れ
ら
の
土
地
を
取
り
戻
し
、
県
民
に
返
還
す
べ
き
当
然
の
責
務
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
米
軍
の
土
地
強
奪
は
、
国
際
法
で
あ
る
ハ
ー
グ
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
規
則
が
定
め
る
「
私
有
財

産
の
尊
重
」
、
「
没
収
、
掠
奪
の
禁
止
」
の
原
則
に
明
白
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。 

し
か
も
、
多
く
の
学
者
や
法
律
家
を
は
じ
め
、
国
会
で
も
、
わ
が
党
な
ど
が
こ
の
土
地
取
り
上
げ
を
憲
法
の 
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し
か
る
に
、
政

府

は

、

同
年
五
月
こ
れ
ら
の
批
判
に
真
つ
向
か
ら
挑
戦
し
、
希
代
の
悪
法
で
あ
る
「
沖
縄
に
お

け
る
公
用
地
等
の
暫
定
使
用
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
公
用
地
法
」
と
い
う
。
）
を
強
行
制
定
し
、
米
軍
の
土
地

強
奪
を
追
認
し
、
政
府
自
ら
の
手
で
県
民
の
広
大
な
土
地
を
五
年
間
に
わ
た
つ
て
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。 

財
産
権
の
尊
重
、
法
の
下
の
平
等
、
恒
久
平
和
主
義
に
反
す
る
と
し
て
、
厳
し
く
批
判
し
て
き
た
。 

更
に
七

七

年

五

月

、
広
範
な
反
対
世
論
の
高
ま
り
に
よ
つ
て
、
公
用
地
法
の
延
長
手
続
が
十
四
日
の
期
限
切

れ
に
間
に
合
わ
ず
、
強
制
使
用
の
権
原
を
失
効
し
た
際
に
、
本
来
、
政
府
は
、
所
有
者
に
土
地
を
返
還
す
べ
き

で
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
無
視
し
、
四
日
間
の
不
法
占
拠
の
あ
と
五
年
間
の
再
延
長
を
図
つ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
八
二
年
五
月
に
は
、
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
を
適
用
し
、
五
年
間
の
強
制
使
用
（
八
七
年
五

月
十
五
日
期
限
切
れ
）
を
行
い
、
事
実
上
の
永
久
使
用
に
道
を
開
い
た
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
沖
縄
県
民
の
土
地
は
、
米
軍
と
日
本
政
府
に
よ
つ
て
今
日
ま
で
、
四
十
年
間
の
長
期
に
わ
た
つ
て

取
り
上
げ
続
け
ら
れ
て
い
る
。 
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２ 

全
面
占
領
支
配
下
の
米
軍
の
土
地
強
奪
は
、
ハ
ー
グ
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
規
則
が
定
め
る
「
私
有

財
産
の
尊
重
」
、
「
没
収
、
掠
奪
の
禁
止
」
の
原
則
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
政
府
は
こ
れ
に
つ
い
て
ど

１ 

防
衛
施
設
庁
は
、
今
回
の
強
制
使
用
に
つ
い
て
「
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
憲
法
上
も
個
人
の
財
産
権
は
制

約
さ
れ
る
」
旨
、
強
弁
し
て
い
る
。 

政
府
が
、
い
か
な
る
法
律
を
も
つ
て
取
り
繕
う
と
も
、
県
民
の
土
地
を
取
り
上
げ
て
き
た
歴
史
的
汚
点
で
あ

る
強
奪
の
事
実
を
隠
し
お
お
す
こ
と
は
で
き
な
い
。 

し
か
し
、
こ
れ
は
私
が
再
三
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
国
家
権
力
に
よ
る
土
地
の
強
奪
と
も
言
う
べ
き
も

の
で
あ
り
、
憲
法
が
保
障
す
る
財
産
権
の
尊
重
等
に
明
確
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
基
地
の
存
在

に
よ
つ
て
四
十
年
間
、
県
民
に
言
い
知
れ
ぬ
犠
牲
を
強
い
て
き
た
こ
の
土
地
取
り
上
げ
が
「
公
共
の
福
祉
の

た
め
」
な
ど
と
言
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。 

こ
れ
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。 
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二 

今
回
の
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
に
よ
る
二
十
年
間
の
強
制
使
用
は
、
歴
史
的
に
も
全
く
類
を
み
な
い
事
実
上

の
強
制
収
用
で
あ
る
。 

（
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
四
日
衆
議
院
沖
縄
及

び

北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
高

辻

内

閣

法

制

局
長
官

答
弁
）
と
答
え
ざ
る
を
得
ず
、
ま
し
て
や
、
そ
れ
以
上
の
長
期
の
強
制
使
用
な
ど
は
、
こ
れ
ま
で
な
し
得
な
か 

ま
さ
に
、
こ
れ
は
公
用
地
法
と
と
も
に
政
府
の
法
に
名
を
借
り
た
問
答
無
用
の
土
地
取
り
上
げ
で
あ
り
、
全

面
占
領
支
配
下
の
米
軍
の
土
地
強
奪
と
本
質
的
に
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。 

３ 

政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
不
法
、
不
当
な
土
地
取
り
上
げ
の
歴
史
的
事
実
を
謙
虚
に
受
け
と
め
、
採
決
申
請

を
撤
回
し
、
所
有
者
に
直
ち
に
土
地
を
返
還
す
べ
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
政
府
が
、
今
日
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
、
歴
史
の
教
訓
を
導
き
だ
そ
う
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
。 

の
よ
う
な
認
識
を
も
つ
て
い
る
の
か
。 

政
府
自
身
は
公
用
地
法
に
よ
る
五
年
間
の
強
制
使
用
で
さ
え
、
「
五
年
と
い
う
の
も
（
中
略
）
確
か
に
長
い
」 
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つ
た
の
で
あ
る
。 

去
る
十
二
月
十
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
で
、
私
は
、
二
十
年
の
期
間
設
定
の
根
拠
に
つ
い
て
政
府
の
見
解

を
た
だ
し
た
。 

更
に
、
許
し
が
た
い
の
は
、
政
府
は
二
十
年
間
の
強
制
使
用
の
理
由
に
つ
い
て
「
基
地
の
安
定
的
使
用
」
、「
土

地
所
有
者
の
合
意
使
用
が
困
難
」
だ
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
理
由
で
強
制
使
用
す

る
な
ど
は
、
言
語
道
断
で
あ
る
。 

そ
れ
は
、
講
和
発
効
後
の
一
九
五
二
年
か
ら
一
九
六
二
年
の
十
年
間
に
、
沖
縄
県
以
外
で
米
軍
用
地
収
用
特

措
法
に
基
づ
い
て
、
強
制
使
用
が
発
動
（
六
二
年
以
降
は
行
わ
れ
て
い
な
い
）
さ
れ
た
四
十
五
件
の
ほ
と
ん
ど

が
、
一
年
の
強
制
使
用
期
間
（
二
年
以
上
が
八
件
で
、
そ
の
う
ち
最
高
は
二
年
五
ヵ
月
）
で
あ
る
と
い
う
事
実

が
証
明
し
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
佐
々
防
衛
施
設
庁
長
官
は
「
民
法
第
六
百
四
条
に
最
高
二
十
年
と
い
う
賃
借
期
間
が
あ
る 
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の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
た
」
と
い
う
趣
旨
の
答
弁
を
し
、
ま
た
、「
土
地
収
用
法
で
は
、
四
十
年
、
五
十
年
の

使
用
も
あ
る
」
な
ど
と
述
べ
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
合
理
的
根
拠
を
持
つ
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
よ
う
と
し
て

い
る
。 

２ 

佐
々
長
官
は
「
土
地
収
用
法
に
は
四
十
年
、
五
十
年
の
使
用
も
あ
る
」
と
答
え
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、

土
地
収
用
法
に
基
づ
い
て
、
電
力
会
社
が
、
高
圧
線
を
架
設
す
る
た
め
に
必
要
と
し
た
用
地
（
高
圧
線
下
の

民
有
地
）
等
を
強
制
使
用
し
た
例
で
あ
つ
て
、
自
衛
隊
用
地
と
は
全
く
関
係
の
な
い
も
の
と
考
え
る
が
、
ど

う
か
。 

１ 

民
法
第
六
百
四
条
の
規
定
は
、
貸
借
人
双
方
の
合
意
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
地
権
者
の
側
が
断

固
と
し
て
賃
貸
借
を
拒
否
し
て
い
る
場
合
に
、
民
法
の
規
定
を
参
考
と
す
る
こ
と
自
体
不
当
で
あ
り
、
通
用

す
る
も
の
で
な
い
と
、
私
は
指
摘
し
た
。
政
府
は
、
そ
れ
で
も
な
お
参
考
に
し
た
と
言
い
は
る
の
は
、
ど
う

い
う
理
由
か
。 
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４ 

沖
縄
県
以
外
の
都
道
府
県
で
は
、
過
去
に
お
い
て
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
に
基
づ
く
強
制
使
用
の
期
間 

３ 
周
知
の
よ
う
に
、
収
用
制
度
の
基
本
法
で
あ
る
土
地
収
用
法
は
、
自
衛
隊
用
地
の
収
用
、
使
用
を
前
提
に

し
て
い
な
い
。
昭
和
三
十
九
年
五
月
二
十
二
日
、
衆
議
院
建
設
委
員
会
で
、
当
時
の
河
野
建
設
大
臣
は
「
軍

施
設
を
『
公
共
の
』
範
囲
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
こ
れ
は
も
う
社
会
通
念
で
は
な
か
ろ
う
か

と
私
は
思
い
ま
す
」
と
明
確
に
答
弁
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
行
の
土
地
収
用
法
第
一
条
の
「
公
共
の
」
の
範

囲
に
自
衛
隊
用
地
は
、
入
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
自
衛
隊
用
地
を
確
保
す
る
た
め
に
土
地
収
用
法
を

適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
る
に
佐
々
長
官
が
、
こ
の
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
あ
え
て
土
地
収
用
法
に

基
づ
く
一
般
の
用
地
（
自
衛
隊
用
地
で
な
い
）
の
使
用
例
ま
で
持
ち
出
し
て
、
米
軍
基
地
に
か
か
る
二
十
年
間

の
強
制
使
用
の
根
拠
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
国
民
を
欺
く
も
の
で
あ
り
、
絶
対
に
容
認
で
き
な
い
。 

私
は
、
こ
の
際
、
改

め

て

二

十

年

間

の
根
拠
に
つ
い
て
、
政
府
の
具
体
的
な
説
明
を
求
め
る
も
の
で
あ

る
。 
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三 

沖
縄
の
米
軍
基
地
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
土
地
の
多
く
は
、
正
確
な
所
在
、
面
積
、
形
状
、
隣
地
と
の
境

界
が
不
明
で
あ
る
。 

従
つ
て
、
現
在
、
「

沖

縄

県

の
区
域
内
に
お
け
る
位
置
境
界
不
明
地
域
内
の
各
筆
の
土
地
の
位
置
境
界
の
明

確
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
基
づ
く
、
土
地
所
有
者
全
員
の
集
団
和
解
に
よ
つ
て
、
地
籍
の
確
定
を
行

お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

特
に
嘉
手
納
基
地
を
は
じ
め
と
す
る
こ
れ
ら
の
土
地
は
、
い
ま
だ
土
地
所
有
者
全
員
に
よ
る
集
団
和
解
は
成

立
し
て
お
ら
ず
、
地
籍
は
明
確
に
な
つ
て
い
な
い
。 

こ
の
地
籍
不
明
土
地
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る

指
摘
も
あ
る
。 

が
ほ
と
ん
ど
一
年
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
何
故
な
の
か
。 

そ
の
理
由
と
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一
一 

 



 

現
に
、
昭
和
五
十
七
年
三
月
三
十
一
日
の
衆
議
院
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
で
、
当
時
の

防
衛
施
設
庁
の
伊
藤
施
設
部
長
は
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
の
適
用
に
つ
い
て
「
一
筆
一
筆
の
地
籍
が
明
確
に
」

な
る
こ
と
が
必
要
だ
と
答
弁
し
て
い
る
。 

２ 

米
軍
用
地
収
用
特
措
法
は
、
そ
の
執
行
に
当
た
つ
て
関
係
土
地
の
調
書
や
図
面
等
の
作
成
を
義
務
付
け
て

い
る
。 

１ 

伊
藤
施
設
部
長
が
、
地
籍
が
明
確
に
な
ら
な
け
れ
ば
適
用
で
き
な
い
旨
、
答
弁
し
て
い
た
こ
と
と
、
矛
盾

す
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
納
得
の
い
く
説
明
を
さ
れ
た
い
。 

３ 

防
衛
施
設
庁
は
、
土
地
所
有
者
の
確
認
や
合
意
を
得
な
い
ま
ま
、
土
地
の
所
在
、
地
籍
、
数
量
、
形
状
、

隣
地
の
境
界
に
つ
い
て
の
調
書
や
図
面
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
採
決
申
請
を
行
つ
て
い
る
。 

そ
の
た
め
に
は
、
土
地
所
有
者
の
合
意
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
法
的
に
も
地
籍
の
確
定
が
完
了
し
て
い
る

こ
と
が
、
不
可
欠
で
は
な
い
の
か
。 
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四 

政
府
は
、
安

保

条

約

目

的

達

成

の
た
め
米
軍
が
沖
縄
県
民
の
土
地
を
基
地
と
し
て
強
制
使
用
す
る
こ
と
は

「
適
正
且
つ
合
理
的
」
で
あ
る
旨
、
述
べ
て
い
る
。 

し
か
る
に
今
日
、
沖
縄
の
米
軍
基
地
は
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
世
界
戦
略
の
下
で
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
、
太
平

洋
地
域
の
前
進
防
衛
の
礎
石
と
し
て
、
強
化
さ
れ
、
第
七
艦
隊
を
は
じ
め
空
軍
や
海
兵
隊
の
出
撃
拠
点
と
な
つ

て
い
る
。
更
に
、
核
部
隊
が
存
在
し
核
通
信
施
設
の
機
能
強
化
も
図
ら
れ
、
核

基

地

化

の

様

相

を
呈
し
て
い

る
。 八

六
年
の
米
軍
事
情
勢
報
告
は
、
日
本
を
は
じ
め
沖
縄
の
基
地
が
「
米
国
の
地
域
的
安
全
保
障
努
力
の
作
戦

拠
点
と
し
て
の
死
活
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。 

こ
れ
は
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
の
規
定
か
ら
す
れ
ば
、
無
効
で
は
な
い
の

か

。
も

し

有

効

と

言
う
な
ら

ば
、
そ
の
理
由
を
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。 

か
つ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
お
い
て
、
日
本
、
特
に
沖
縄
の
米
軍
基
地
が
最
大
の
出
撃
、
中
継
、
兵
站
、
補 
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給
基
地
と
し
て
利
用
さ
れ
、
い
か
に
多
く
の
ベ
ト
ナ
ム
人
民
を
殺
戮
し
た
か
、
い
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。 

基
地
が
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
国
土
は
破
壊
さ
れ
、
基
地
被
害
が
続
発
し
、
米
兵
に
よ
る
殺
人
、
暴
行
な
ど

の
凶
悪
犯
罪
も
絶
え
な
い
。
ま
さ
に
基
地
は
、
国
民
に
犠
牲
を
強
い
る
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。 

２ 

政
府
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
土
地
取
り
上
げ
の
歴
史
的
事
実
並
び
に
沖
縄
の
米
軍
基
地
の
現
実
を
直
視
す 

１ 

政
府
は
、
そ
れ
で
も
な
お
安
保
条
約
の
目
的
の
た
め
に
は
、
国
民
の
生
命
や
財
産
を
踏
み
に
じ
つ
て
も
よ

い
と
い
う
考
え
な
の
か
。 

米
軍
基
地
が
ア
メ
リ
カ
の
侵
略
基
地
と
し
て
の
危
険
な
役
割
を
一
段
と
強
め
て
い
る
こ
の
現
実
に
対
し
て
、

平
和
で
基
地
の
な
い
豊
か
な
沖
縄
を
願
う
県
民
が
、
基
地
撤
去
の
要
求
を
掲
げ
、
不
当
な
土
地
取
り
上
げ
に
反

対
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。 

こ
れ
が
安
保
条
約
下
の
実
態
で
あ
る
。 

一
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一
五 

る
な
ら
ば
、
今
回
の
強
制
使
用
が
「
適
正
且
つ
合
理
的
」
な
ど
と
、
強
弁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ

る
。 

こ
れ
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。 

３ 

私
は
、
重
ね
て
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
に
よ
る
土
地
取
り
上
げ
に
強
く
反
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
強
制

使
用
の
採
決
申
請
の
撤
回
と
土
地
所
有
者
へ
の
土
地
の
返
還
、
基
地
撤
去
等
に
つ
い
て
政
府
の
答
弁
を
求
め

る
。 

右
質
問
す
る
。 




